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令和４年門審第１７号 

裁    決 

貨物船Ａ防波堤衝突事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 三級海技士（航海） 

  指定海難関係人  ａ２  

    職  名 Ａ甲板手 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官松崎範行出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａ１の三級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年１０月３１日０５時２９分半僅か前 

 大分港大在地区 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ 

  総 ト ン 数 １０,４７１トン 

  全     長 １６６.９０メートル 
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  機 関 の 種 類 ディーゼル機関 

   出    力 １５,３４５キロワット 

３ 事実の経過 

(1)  設備及び性能等 

  Ａは、船首船橋型ロールオンロールオフ貨物船で、操舵室の前部

中央に操舵スタンド、同スタンドの右舷側にレーダー及びＧＰＳプ

ロッター、左舷側にレーダー及び主機遠隔操縦装置並びに前方窓上

部中央やや左舷寄りに舵角指示器をそれぞれ備え、同室両舷前後部

に各前後方向の映像及び音声を記録するドライブレコーダーを設置

していた。 

海上試運転成績書（船体部）によると、操縦性能は、２４.８０

ノットの全速力前進中に、舵角３５度で右旋回したとき、９０度、

１８０度、２７０度及び３６０度旋回に要する時間が、１分０７秒、

２分２５秒、３分４５秒及び５分００秒、最大縦距及び同横距が 

５４３メートル及び６６６メートルで、２４.５０ノットの全速力

前進中に、同左旋回したとき、１分０８秒、２分１９秒、３分２７

秒及び４分３９秒、最大縦距及び同横距が５２１メートル及び 

６４８メートルであり、２３.３０ノットの全速力前進中に、後進

発令から船体停止までの所要時間が３分２５秒で、航走距離が 

１,１９６メートルであった。 

そして、機関出力８５パーセント負荷のとき、舵中央から右舵 

１０度、同２０度、左舵１０度及び同２０度までに要する時間が、

９秒、１２秒、７秒及び１１秒で、とった舵角と等しい回頭角度に

なるまでに要する時間が、２２秒、２５秒、２５秒及び２７秒であ

った。 

(2) 関係人の経歴等 
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  ア ａ１受審人 

ａ１受審人は、昭和６２年４月に三級海技士（航海）を取得し、

甲板部職員としてタンカー及び貨物船に乗船した後、平成１０年

４月から自動車運搬船及びロールオンロールオフ貨物船の船長職

を執るようになり、令和３年１月から船長としてＡ及び同型船に

乗船し、４０回を超える大分港の出入港経験があった。 

  イ ａ２指定海難関係人 

ａ２指定海難関係人は、（途中省略）甲板手としてＡ及び同型

船に乗船し、１８回ほどの大分港の出入港経験があった。 

(3)  本件発生に至る経緯 

Ａは、ａ１受審人及びａ２指定海難関係人ほか１１人が乗り組み、

トレーラーシャーシ１２１台、車両７３台、コンテナ３４本及びコ

ンテナ台車１８台の２,４００トンを積載し、船首６.１０メートル

船尾６.８６メートルの喫水をもって、令和３年１０月３１日０５

時２０分大分港を発し、京浜港東京区に向かった。 

ところで、大分港大在地区は、同港東部に位置し、東からほぼ北

西に向けて一線となって大在泊地中防波堤（以下「泊地防波堤」と

いう。）及び大在西地区中防波堤（以下「西地区防波堤」とい

う。）が築造されており、泊地防波堤西端と西地区防波堤東端との

間には約４９０メートルの防波堤入口が形成されていた。 

ａ１受審人は、離岸操船に続き、ａ２指定海難関係人を操舵に就

かせ、操舵室の前面中央に立って操船指揮を執り、レーダー２台及

びＧＰＳプロッターを作動させ、０５時２５分半少し過ぎ大在泊地

中防波堤西灯台（以下「泊地防波堤灯台」という。）から１４６度

（真方位、以下同じ。）５７０メートルの地点で、針路を２９６度

に定め、６.９ノットの速力（対地速力、以下同じ。）から増速し
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ながら、手動操舵により進行した。 

ａ１受審人は、０５時２７分少し前泊地防波堤灯台から１７４度

３３０メートルの地点で、２９９度の針路及び９.４ノットの速力

で続航していたとき、右舵一杯を令し、防波堤入口に向けて右転を

開始した。 

一方、ａ２指定海難関係人は、右舵一杯の操舵号令を受け、舵角

を十分に確認することなく、右舵１０度をとり、右舵一杯にとった

ものと思い込み、同号令どおりの舵角をとらないまま、０５時２７

分僅か前操舵号令を復唱した。 

ａ１受審人は、復唱を受け、０５時２７分半少し前泊地防波堤灯

台から２００度２６０メートルの地点に達したとき、西地区防波堤

東端まで６４０メートルとなり、周囲の方位変化から右舵一杯の舵

効が得られていないことを認め、緩やかに右転を続けながら西地区

防波堤に向かって進行する状況となったが、操舵号令どおりに舵角

がとられているものと思い、舵角指示器を見るなど、舵角の確認を

十分に行わなかった。 

こうして、ａ１受審人は、操舵号令どおりに舵角がとられていな

いことに気付かないまま西地区防波堤に向かって続航し、０５時 

２９分僅か過ぎ同防波堤東端と至近距離でほぼ並行となったとこ

ろで、舵中央に続き左舵一杯を令してキックで船尾の衝突を回避し

ようとしたものの、及ばず、０５時２９分半僅か前泊地防波堤灯台

か ら ３ １ １ .５ 度 ４ ９ ０ メ ー ト ル の 地 点 に お い て 、 Ａ は 、 船 首 が

０３２度を向き、１１.０ノットの速力となったとき、その左舷船

尾部が西地区防波堤東端に衝突した。 

当時、天候は曇りで風力２の南風が吹き、潮候は下げ潮の初期に

あたり、視界は良好で、日出時刻は０６時３０分であった。 
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衝突の結果、Ａは、左舷船尾部外板に破口を生じたが、のち修理

され、西地区防波堤は、ケーソンに欠落及び大在西地区中防波堤東

灯台に倒壊をそれぞれ生じた。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件防波堤衝突は、夜間、大分港大在地区において、防波堤入口に向

けて右転しながら出航する際、舵角の確認が不十分で、西地区防波堤に

向かって進行したことによって発生したものである。 

 運航が適切でなかったのは、船長が舵角の確認を十分に行わなかった

ことと、甲板手が操舵号令どおりに舵角をとらなかったこととによるも

のである。 

 ａ１受審人は、夜間、大分港大在地区において、右舵一杯を令し、防

波堤入口に向けて右転しながら出航中、周囲の方位変化から右舵一杯の

舵効が得られていないことを認めた場合、舵角指示器を見るなど、舵角

の確認を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、操舵号

令どおりに舵角がとられているものと思い、舵角の確認を十分に行わな

かった職務上の過失により、操舵号令どおりに舵角がとられていないこ

とに気付かないまま西地区防波堤に向かって進行して衝突を招き、船体

及び同防波堤にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の三級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年２月２８日 
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     門司地方海難審判所 

審 判 長 審 判 官  上  田  容  之 

 

             審 判 官    桒  原  和  栄 

 

             審 判 官  山  本  哲  也 


